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  Ⅲ 申告していただく方 

 令和８年 1月 1日現在、償却資産を所有されている方です。 

 なお、次の方も申告が必要です。 
 ア 償却資産を他に賃貸している方 
 イ 所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方 
 ウ 所有権移転リースの場合、原則として償却資産を使用している借主の方 
 エ 割賦販売の場合等所有権が売主に留保されている償却資産は、原則として買主の方 
 オ 償却資産の所有者がわからない場合、使用されている方 
 カ 償却資産を共有されている方（各々の持分に応じて個々に申告されるのではなく、「代表者

（外○名）」という共有者名義で申告をお願いします。） 
 キ 内装・造作及び建築設備等を取り付けた賃借人（テナント）等の方 
 ※ 償却資産を所有されていない方（とりわけ、本市から償却資産申告書等の書類が届いた方）

は、「該当資産なし」として申告をお願いします。 
また、廃業・移転・合併等で全ての資産が減少した方も、減少の申告をお願いします。 

 

Ⅳ 申 告 方 法 

申告期限 令和８年２月２日（月） 

※ 申告期限を過ぎた場合、納税通知書の送付が 5 月以降となることがあります。 

申告書用紙等について  

 本市ホームページ「京都市情報館」の「固定資産税（償却
資産）の申告について」からダウンロードしていただくか、
担当窓口（裏表紙を参照）にご請求ください。 
独自作成のものも使用いただけますが、様式（17・19・21ページ）のとおりに作成してくだ

さい。また、本市から申告書をお送りしている場合は、納税者コード確認のため、併せてご提
出ください。 

申告書提出に関してのお願い  

・申告期限前の混雑を避けるために、早期（1月 15 日（木）頃まで）のご提出にご協力く
ださい。また、電子 又は 郵送 での申告にご協力ください。 

・郵送で提出される場合は、裏表紙の下段の「あて名ラベル」をご利用ください。 

・受付印を押印した控えについて、郵送での返送を希望される場合は、封筒（返送先記入・切手貼

付のもの）を同封してください。 

サイト内検索 償却資産 
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書類による申告方法について（記入例は 1７ページ以降をご覧ください。） 

書類を京都市行財政局市税事務所 法人諸税室 償却資産担当に提出していただく方法です。窓口

又は郵送にて提出をお願いします。 

※ 申告書を郵送される方で控えの返送をご希望の場合は、控用の申告書と共に必ず返信先を明記し
た封筒に切手を貼付のうえ、同封してください。（郵便料金が改訂されましたので、料金不足に
ご注意ください。） 

申告対象 令和８年 1月 1日現在、京都市内に所有する全ての償却資産 

提出書類 ①償却資産申告書（償却資産課税台帳） 

    ②種類別明細書（増加資産・全資産用） 

      ※資産がない場合は、「①償却資産申告書（償却資産課税台帳）」の「18備考（添付

書類等）」欄の「1 該当資産なし」に○をつけて提出してください。 

      ※あわせて、14ページの表をご参照ください。 

 申告方式 ア 一 般 方 式・・・前年中に増加又は減少した資産を申告していただく方式で、
評価額等の計算は、本市で行います。 
なお、初年度は、本市のシステムに資産を登録する必要があ

るため、全資産の申告をお願いします。 

イ 電算処理方式・・・賦課期日（1月 1日）現在所有している全ての資産について、申
告者側で評価額等を計算したうえで申告していただく方式です。 

※いずれも、前年中に資産の増加及び減少がない場合でも、申告書の提出が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申告の際の注意点！ 

・ 一般方式のみ、本市において「種類別明細リスト」が発行されます。電算処理方式では

「種類別明細リスト」は発行されません。 

・ 令和８年 1月 1日以前の資産の増加・減少についての申告漏れがありましたら、それらも

含めて申告してください。 

・ 電子申告において、前年が電算処理方式（全資産申告）の場合、必ず種類別明細書（全資

産用）を添付してください。一般方式に変更を希望される場合も、全資産の登録が必要に

なりますので、種類別明細書（全資産用）を添付して、「18備考（添付書類等）」欄に

「一般方式を希望する」と記載してください。 
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書類による申告方法について（記入例は 1７ページ以降をご覧ください。） 

書類を京都市行財政局市税事務所 法人諸税室 償却資産担当に提出していただく方法です。窓口

又は郵送にて提出をお願いします。 

※ 申告書を郵送される方で控えの返送をご希望の場合は、控用の申告書と共に必ず返信先を明記し
た封筒に切手を貼付のうえ、同封してください。（郵便料金が改訂されましたので、料金不足に
ご注意ください。） 

申告対象 令和８年 1月 1日現在、京都市内に所有する全ての償却資産 

提出書類 ①償却資産申告書（償却資産課税台帳） 

    ②種類別明細書（増加資産・全資産用） 

      ※資産がない場合は、「①償却資産申告書（償却資産課税台帳）」の「18備考（添付

書類等）」欄の「1 該当資産なし」に○をつけて提出してください。 

      ※あわせて、14ページの表をご参照ください。 

 申告方式 ア 一 般 方 式・・・前年中に増加又は減少した資産を申告していただく方式で、
評価額等の計算は、本市で行います。 
なお、初年度は、本市のシステムに資産を登録する必要があ

るため、全資産の申告をお願いします。 

イ 電算処理方式・・・賦課期日（1月 1日）現在所有している全ての資産について、申
告者側で評価額等を計算したうえで申告していただく方式です。 

※いずれも、前年中に資産の増加及び減少がない場合でも、申告書の提出が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申告の際の注意点！ 

・ 一般方式のみ、本市において「種類別明細リスト」が発行されます。電算処理方式では

「種類別明細リスト」は発行されません。 

・ 令和８年 1月 1日以前の資産の増加・減少についての申告漏れがありましたら、それらも

含めて申告してください。 

・ 電子申告において、前年が電算処理方式（全資産申告）の場合、必ず種類別明細書（全資

産用）を添付してください。一般方式に変更を希望される場合も、全資産の登録が必要に

なりますので、種類別明細書（全資産用）を添付して、「18備考（添付書類等）」欄に

「一般方式を希望する」と記載してください。 
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＜提出書類＞申告していただく方の状況別に必要書類を明示しています。 

 
申告して 
いただく方 

申告していただく資産 提出書類・様式 

令和８年 1 月 1日

現在において 
所有されている 
全ての償却資産 

令和７年 1月 2日 
から 

令和８年１月 1日 
の期間に 

増加又は減少した 
償却資産 

償却資産
申告書 種類別明細書 

第 26 号
様式 

別表１ 別表２ 
増加資産・
全資産用 減少資産用 

一

般

方

式 

初めて申告され
る方 ○  ○ ○  

増加又は減少し
た資産のある方  ○ ○ ○ ○※1 

増加又は減少し
た資産のない方    ○※2   

廃業又は全ての
資産の所在地を
市外に移転され
た方 

 ○ ○※3  ○ 

償却資産を所有
されていない方    ○※4   

電

算

処

理

方

式 

初めて申告され
る方 

○※5  ○  ○※6  前年度以前に電
算処理方式によ
り申告された方 
廃業又は資産所
在地を市外に移
転された方 

   ○※3   

償却資産を所有
されていない方    ○※4   

 
※1 減少時期が前年以前の場合は、種類別明細書（減少資産）の摘要欄に、減少時期（○年○月）
を記入してください。 

※2 償却資産申告書（償却資産課税台帳）の「18 備考（添付書類等）」欄に「増減なし」と記入
してください。 

※3 償却資産申告書（償却資産課税台帳）の「18 備考（添付書類等）」欄にその旨（「令和７年 
6月廃業」等）を記入してください。 

※4 償却資産申告書（償却資産課税台帳）の「18 備考（添付書類等）」欄に「該当資産なし」と
記入してください。 

※5 電算処理方式で申告していただく場合は、評価額等を算出してください。 
※6 種類別明細書には、資産ごとに評価額、課税標準額等を記入してください。 
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電子申告について 
 
一般方式・電算処理方式（下段参照）のいずれも、インターネット上から申告いただけます。詳し

くは、eLTAX（エルタックス：地方税ポータルシステム）のホームページをご覧ください。 
初めて電子申告をされる場合は、諸手続（法務省等で発行する電子証明書の取得、ｅＬＴＡＸホー

ムページからの利用届出、地方公共団体の審査等）が必要です。 
 

 

課税標準の特例について 
 
一定の要件を備えた資産には、課税標準の特例が適用されます。該当する資産を所有されている方

は、「課税標準の特例が適用される資産に関する届出書」に必要事項を記入し、特例内容に係る資料
と共にご提出ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

申告案内について 

毎年 12月に、前年度に申告いただいた方へ申告書等をお送りしています※が、前年度の申告
が一般方式の場合のみ、本市に登録された資産のリストを同封しています。 
また、前年度が電子申告であった場合、eLTAX 上でのメッセージ送信のみとなります。 
 

※ 前年度申告が一般方式で、課税標準額が 100万円未満の方を除く。 

詳しくはこちら  

 
https://www.eltax.lta.go.jp/ 

ヘルプデスク：℡ 0570-081459
ハイシンコク

（つながらない場合 ℡ 03-5521-0019） 
9:00～17:00（土曜日・日曜日・休祝日・年末年始 12/29～1/3を除く。）

       
   eLTAX     検索  
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電子申告について 
 
一般方式・電算処理方式（下段参照）のいずれも、インターネット上から申告いただけます。詳し

くは、eLTAX（エルタックス：地方税ポータルシステム）のホームページをご覧ください。 
初めて電子申告をされる場合は、諸手続（法務省等で発行する電子証明書の取得、ｅＬＴＡＸホー

ムページからの利用届出、地方公共団体の審査等）が必要です。 
 

 

課税標準の特例について 
 
一定の要件を備えた資産には、課税標準の特例が適用されます。該当する資産を所有されている方

は、「課税標準の特例が適用される資産に関する届出書」に必要事項を記入し、特例内容に係る資料
と共にご提出ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

申告案内について 

毎年 12月に、前年度に申告いただいた方へ申告書等をお送りしています※が、前年度の申告
が一般方式の場合のみ、本市に登録された資産のリストを同封しています。 
また、前年度が電子申告であった場合、eLTAX 上でのメッセージ送信のみとなります。 
 

※ 前年度申告が一般方式で、課税標準額が 100万円未満の方を除く。 

詳しくはこちら  

 
https://www.eltax.lta.go.jp/ 

ヘルプデスク：℡ 0570-081459
ハイシンコク

（つながらない場合 ℡ 03-5521-0019） 
9:00～17:00（土曜日・日曜日・休祝日・年末年始 12/29～1/3を除く。）

       
   eLTAX     検索  
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不申告・虚偽の申告等があった場合 

償却資産については、土地や家屋のような登記制度がなく、課税客体等の把握のために、償却資産
の所有者に対しては申告義務が課されています（地方税法第 383条）。 
正当な理由がなく申告されない場合は、地方税法第 386条及び京都市市税条例第 60条の規定によ

り、過料が科されることがあるほか、地方税法第 368条の規定により、不足額に加えて延滞金が徴収
される場合があります。 
また、虚偽の申告をされた場合は、地方税法第 385条の規定により、罰金等が科されることがあり

ますのでご注意ください。 
なお、申告内容の修正や資産の申告漏れなどがあった場合、過年度分（過去 4年度分）についても

遡及して税額の変更をすることとなります。 
また、過年度分について追加課税となった場合、通常の納期（10ページ「課税標準額及び税額に

ついて」参照）とは異なり、納期は１回（納付書発行月の月末まで）となりますのでご留意くださ
い。 

償却資産の調査について 
 

本市では、申告書の内容が適正であることを確認するため、地方税法第 353条及び第 408条の規
定により、償却資産の実地調査を行うことがあります。調査のため、法人税（所得税）申告書類や決
算書類（減価償却資産明細書（固定資産台帳）、貸借対照表等）の開示又は写しの提出を求める場合
がありますので、ご協力をよろしくお願いします。 
なお、調査の結果、申告内容の修正や資産の申告漏れ等があった場合、資産の取得・除却年次に応

じて、過年度分（過去 4年度分）についても遡及して税額の変更をすることとなります（納期は 10
ページ「課税標準額及び税額について」参照）。 

 

国税資料等の閲覧について 

本市では、申告書の提出がない場合、地方税法第 354条の 2の規定により、所得税又は 
法人税に関する書類について閲覧を行い、個別に申告をお願いする場合があります。 
なお、調査の結果により賦課決定を行う場合もありますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

「京都市地域コミュニティ活性化ロゴマーク」 
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５
０
４

　

５
８
９

５
５
７

１

〇
〇

ビ
ル

５
階

）
の

所
在

地

②
京

都
市

中
京

区
西

堀
川

通
御

池
下

る
西

三
坊

堀
川

町
〇

番
地

自
己

所
有

１
０

７
８
９

５
５
７

事
業

所
等

資
産

（
８
０
０

０
０
０

１
２

・
借

家

円
百

万
千

円
十

億
百

万
千

円
十

億
百

万
千

円
十

億
（
ハ
）

（
ニ
）

1
5

区
内

に
お

け
る

1
構

築
物

十
億

百
万

千

資
産

の
種

類
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
価

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
額

①
京

都
市

中
京

区
烏

丸
通

御
池

下
る
虎

屋
町

〇
〇

番
地

前
年

前
に

取
得

し
た

も
の

前
年

中
に

減
少

し
た

も
の

前
年

中
に

取
得

し
た

も
の

計
（
（
イ

）
ー

（
ロ

）
＋

（
ハ

）
）

（
イ
）

（
ロ
）

（
屋

号
）

（
電

話
　
　

2
2
2
－

〇
〇

〇
〇

)

税
理

士
等

の
氏

名
1
4

青
色

申
告

有
・

無

法
人

に
あ

っ
て

は
そ

の
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名

1
3

税
務

会
計

上
の

償
却

方
法

定
率

法
・

定
額

法

代
表

取
締

役
社

長
　
　
○

○
　
○

○
〇

〇
税

理
士

事
務

所
〇

〇
　
〇

〇
7

1
2

特
別

償
却

又
は

圧
縮

記
帳

有
・

無

（
電

話
　

2
1
3
-
〇

〇
〇

〇
)

1
1

事
業

開
始

年
月

昭
和

　
３
６

年
８

無無

（
ふ

り
が

な
）

〇
〇

〇
〇

〇
〇

〇
6

こ
の

申
告

に
応

答
す

る
者

の
係

及
び

氏
名

京
都

支
店

　
経

理
課

〇
〇

　
〇

〇

5

2
氏

名
○

○
○

○
　
株

式
会

社

（
ふ

り
が

な
）

有
・

課
税

標
準

の
特

例
有

・

1
住

所

　
（
納

税
通

知
書

送
付

先
）
　
※

 住
所

と
異

な
る
場

合
は
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。

（
資

本
金

等
の

額
）

（
2
0

百
万

円

〒
6
0
4
－

8
1
7
1

京
都

市
中

京
区

烏
丸

通
御

池
下

る
虎

屋
町

〇
〇

番
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

○
○

○
株

式
会

社
　
京

都
支

店

9
増

加
償

却
の

届
出

事
業

種
目

有
・

月

）
1
0

非
課

税
該

当
資

産

家
具

製
造

業

6
7

8

無
（
電

話
0
3
-
1
2
3
4
-
〇

〇
〇

〇
)

4

〇
8

3
4

短
縮

耐
用

年
数

の
承

認
有

・
無

〇
〒

1
6
0
-
0
0
2
2

東
京

都
新

宿
区

西
新

宿
〇

丁
目

〇
番

〇
号

9
〇

〇
5

所 　 　 　 有 　 　 　 者

と
う
き
ょ
う
と
し
ん
じ
ゅ
く
く
に
し
し
ん
じ
ゅ
く

3
個

人
番

号
又

は
法

人
番

号
1

2

編
冊

番
号

（
宛

先
）
 京

都
市
長

（
中

京
区
分
）

日

償
却

資
産

申
告

書
　
（
償

却
資

産
課

税
台

帳
）

納
税

者
コ

ー
ド

業
種

市
評

所
在

学
区

令
和

8
年

度
第 二 十 六 号 様 式 提 出 用

令
和

8
年

1
月

1
4

受
付

印

こ
の

欄
は

、
一
般

方
式

の
場

合
は

記
入

不
要

で
す
。

電
算

処
理

方
式

の
場
合

は
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
れ

ま
で
申
告
が
漏
れ
て

い
た
資
産
が
あ
る
場
合
は
、

そ
れ

ら
を
含
め
た
額
を
（
イ
）

欄
に
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。

［
記
入
例
①
］
償
却
資
産
申
告
書
の
書
き
方

 

  
 

 

 
 

 
 

       
 

 

1

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

2
 

1
2

 

７

７

７
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1
 

2
 

3
 

4
 

6
 

7
 

8
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

9
 

申
告
書
は
、
資
産
が
所
在
す
る
行
政
区
ご
と
に
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
宛
先
（

 
 
区
分
）

 
…

 
資
産
が
所
在
す
る
行
政
区
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
所
有
者
の
住
所
・
氏
名

 
…

 
法
人
の
場
合
は
、
本
店
の
所
在
地
、
名
称
、
代
表
者
名
（
屋
号
が
あ
れ
ば
屋
号
）
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
納
税
通
知
書
等
の
送
付
先
を
本
店
の
所
在
地
以
外
に
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
納
税
通
知
書
送
付
先
の
欄
も
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。

 

 
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号

 
…

 
個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
（
右
詰
め
）
。

 
※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
平
成

28
年
度
か
ら
記
載
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。

 

 
事
業
種
目

 
…

 
「
電
子
部
品
製
造
業
」
「
自
動
車
販
売
業
」
な
ど
の
よ
う
に
、
具
体
的
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
事
業
開
始
年
月

 
…

 
個
人
の
場
合
は
事
業
を
開
始
し
た
年
月
、
法
人
の
場
合
は
当
該
法
人
の
設
立
年
月
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
こ
の
申
告
に
応
答
す
る
者
の

係
及
び
氏
名

 
…

 
ご
担
当
者
の
方
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
税
理
士
等
の
氏
名

 
…

 
ご
担
当
の
税
理
士
等
が
い
る
場
合
は
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
短
縮
耐
用
年
数
の
承
認
等

 
…

 
そ
れ
ぞ
れ
、
該
当
す
る
方
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

 

 
区
内
に
お
け
る
事
業
所
等

 
資
産
の
所
在
地

 
事
業
所
用
家
屋
の
所
有
区
分

 
…

 
こ
の
申
告
書
に
か
か
る
資
産
の
所
在
地
（
事
業
所
な
ど
）
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
ま
た
、
資
産
が
所
在
す
る
家
屋
に
つ
い
て
、
「
自
己
所
有
」
か
「
借
家
」
の
、
該
当
す
る
方
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

 

 
借
用
資
産

 
…

 
借
用
資
産
の
有
無
に
つ
い
て
、
該
当
す
る
方
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

 
「
有
」
の
場
合
は
、
貸
主
（
リ
ー
ス
会
社
な
ど
）
の
名
称
等
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
備
考
（
添
付
書
類
等
）

 
…

 

資
産
が
な
い
場
合
、
前
年
中
に
資
産
の
増
減
が
な
い
場
合
、
修
正
申
告
の
場
合
は
、
該
当
す
る
も
の
を
○
で
囲
ん
で
く
だ

さ
い
。

 
住
所
や
名
称
の
変
更
、
合
併
な
ど
が
あ
っ
た
場
合
は
該
当
す
る
も
の
を
○
で
囲
み
、
そ
の
内
容
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
特
例
・
非
課
税
資
産
の
適
用
条
項
、
参
考
事
項
、
添
付
書
類
の
名
称
な
ど
、
該
当
が
あ
れ
ば
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
取
得
価
額

 
…

 
資
産
の
取
得
価
額
を
、
資
産
の
種
類
ご
と
に
集
計
し
、
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
こ
れ
ま
で
申
告
が
漏
れ
て
い
た
資
産
が
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
ら
を
含
め
た
額
を
（
イ
）
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

5
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1 1

屋
外

給
排

水
設

備

組
み

立
て
用

装
置

製
造

機
械

改
造

パ
ソ
コ
ン
（
 P

 C
 ３

 ０
 ０

 ０
 ）

1

複
写

機

応
接

セ
ッ
ト

令 和
・

平 成

令 和
・

平 成

令 和
・

平 成

令 和
・

平 成

令 和
・

平 成

令 和
・

平 成

4
5
0

6
0
0

 
0
0
0

4
8

2 11

7

 

  

（
ロ

）

5
0
0

0
0
0

0
0
0

1
8
0
0

0
．

百
万

5

1

千
百

万

6

5
0
1

0
0
0

7

1
5
0

令 和
・

平 成

 

1
5
0

0
0
0

5
0
0
0

6

6

7 3

2

注
意

：
「

増
加

事
由

」
の

欄
は

、
１

「
新

品
取

得
」

、
２

「
中

古
品

取
得

」
、

３
「

移
動

に
よ

る
受

入
れ

」
、

４
「

そ
の

他
」

の
い

ず
れ

か
に

○
印

を
つ

け
て

く
だ

さ
い

。

 
8

3
6
5
0

0
0
0

0
．

資 産 の 種 類 2

令 和
・

平 成

令 和
・

平 成

令 和
・

平 成

令 和
・

平 成
0
．

令 和
・

平 成

1

枚
目

1

円
百

万
千

摘
要

0
．

令
和

8
年

度

令 和
・

平 成

2
0

1
9

令 和
・

平 成

令 和
・

平 成

0
．

0
．

小
計

0
．

0
．

1
・

2
3
・

4

0
．

1
・

2
3
・

4

1
・

2
3
・

4

1
・

2
3
・

4

1
・

2
3
・

4

1
・

2
3
・

4

1
・

2
3
・

4

1
・

2
3
・

4

0
．

0
．

1
・

2
3
・

4

1
・

2
3
・

4

1
・

2
3
・

4

増 加 事 由

0
．

円

1
・

2
3
・

4

第 二 十 六 号 様 式 別 表 一 提 出 用
東

京
本

店
か

ら
移

動

申
告

漏
れ

枚
の

う
ち

行 番 号

円
十

億

数 量
年

号
年

千

取
得

年
月

資
産

の
名

称
等

資
産

コ
ー

ド

0
7

0
8

0
5

令 和
・

平 成

1

0
6

1

1
令 和

・
平 成

令 和
・

平 成

令 和
・

平 成
0
．

0
．

0
．

0
．

0
．

0
．

1
・

2
3
・

4

1
・

2
3
・

4

1
・

2
3
・

4

1
・

2
3
・

4

1
・

2
3
・

4

1
4

1
5

1
7

1
8

1
6

京
都

市

1
・

2
3
・

4

0
．

0
2

0
3

6
0
4

7

1
・

2
3
・

4

1
2

1
0

1
3

0
．

令 和
・

平 成

1
・

2
3
・

4
1
1

耐 用 年 数
月

（
ハ

）

取
得

価
額

（
イ

）

コ
ー

ド

価
　

　
額〇

〇
〇

〇
株

式
会

社

残 存 率

減 価

課
税

標
準

額

種
類

別
明

細
書

（
増

加
資

産
・

全
資

産
用

）

率

の
 
特

 
例

所
在

学
区

課
税

標
準

編
冊

番
号

　

0
9

所
　

　
　

有
　

　
　

者
　

　
　

名

納
税

者
コ

ー
ド

業
種

市
評

記
入

不
要

で
す

。

こ
の

欄
は

、

一
般

方
式
の
場

合
は
記
入
不
要
で
す
。

電
算

処
理
方

式
の
場
合

は
記

入
し
て

く
だ
さ
い
。

「
資

産
の
種
類

」
「
取

得
年
月
」
「
耐

用
年

数
」
で

同
じ
数

字
が
続
く
場
合
は
、
記

入
例
の
よ
う
に

矢
印

（
↓
）
で
示
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
れ

ま
で
申
告
が
漏
れ
て
い
た
資

産
は

、

「
申

告
漏

れ
」
と
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

記
入

い
た
だ
い
た
資
産
に
つ
い
て
は
、

７
～

９
月

頃
に
過

年
度

に
遡

っ
て
課
税
を

修
正

し
ま
す
。

［
記
入
例
②
］
種
類
別
明
細
書
（
増
加
資
産
・
全
資
産
用
）
の
書
き
方

 

 
 

1
 

3
 

4
 

7
 

8
 

9
 

2
5

 
6
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一
般
方
式
の
場
合
は
、
初
め
て
の
申
告
で
あ
れ
ば
全
資
産
を
、
２
年
目
以
降
で
あ
れ
ば
増
加
資
産
の
み
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 
電
算
処
理
方
式
の
場
合
は
、
全
資
産
に
つ
い
て
、
評
価
額
・
課
税
標
準
額
も
含
め
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
資
産
の
種
類

 
…

 
数
字
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
構
築
物
＝

1 
機
械
及
び
装
置
＝

2 
船
舶
＝

3 
航
空
機
＝

4 
車
両
及
び
運
搬
具
＝

5 
工
具
、
器
具
及
び
備
品
＝

6 
「
建
物
」
や
「
建
物
附
属
設
備
」
と
し
て
減
価
償
却
さ
れ
て
い
る
対
象
資
産
は
「

1」
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
資
産
コ
ー
ド

 
…

 
記
入
不
要
で
す
。
独
自
コ
ー
ド
を
使
用
さ
れ
る
場
合
は
、

8
桁
以
内
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
（
右
詰
め
。
数
字
・
ア
ル
フ

ァ
ベ
ッ
ト

(大
文
字

)・
カ
タ
カ
ナ
が
使
用
可
能
）
。

 

 
資
産
の
名
称
等

 
…

 
20
字
以
内
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
（
漢
字
・
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
・
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
・
数
字
が
使
用
可
能
）
。

 

 
数
量

 
…

 
不
明
の
場
合
は
、
一
式
と
し
て
「

1」
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
（
空
白
は
不
可
）
。

 

 
取
得
年
月

 
…

 

年
号
欄
は
、
「
平
成
」
又
は
「
令
和
」
を
〇
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。
昭
和
は
「
平
成
・
令
和
」
に
抹
消
線
を
引
き
、

「
3」

を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
原
則
と
し
て
所
有
権
を
取
得
し
た
日
で
す
が
、
事
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
時
期
の
場
合
も
あ
り

ま
す
（
例
：
監
督
官
庁
の
許
認
可
が
必
要
な
場
合

 
→

 
許
認
可
が
あ
っ
た
日
）
。

 

 
取
得
価
額

 
…

 
原
則
と
し
て
法
人
税
・
所
得
税
に
お
け
る
算
定
と
同
一
で
す
が
、
圧
縮
記
帳
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
当
該
圧
縮
額
を

含
め
た
実
際
の
取
得
価
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
耐
用
年
数

 
…

 
「
減
価
償
却
資
産
の
耐
用
年
数
等
に
関
す
る
省
令
」
に
定
め
ら
れ
た
耐
用
年
数
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
た
だ
し
、
中
古
資
産
で
見
積
耐
用
年
数
を
適
用
し
て
い
る
場
合
、
国
税
局
長
の
承
認
を
得
て
短
縮
耐
用
年
数
を
適
用
し
て

い
る
場
合
は
、
そ
の
年
数
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
増
加
事
由

 
…

 
該
当
す
る
番
号
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

 
１
＝
新
品
取
得

 
２
＝
中
古
品
取
得

 
３
＝
移
動
に
よ
る
受
入
れ

 
４
＝
そ
の
他

 

  

摘
要

 
   

…
 

  

 増
加
事
由
が
「
そ
の
他
」
の
場
合
は
、
具
体
的
な
事
由
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
（
非
課
税
資
産
、
特
例
適
用
資
産
、
短
縮
耐
用
年
数
適
用
資
産
、
増
加
償
却
資
産
、
合
併
等
に
よ
り
受
入
れ
た
資
産
、

 
贈
与
・
相
続
等
に
よ
り
個
人
が
取
得
し
た
資
産
に
つ
い
て
も
、
そ
の
旨
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
）

 
そ
の
他
、
必
要
事
項
、
特
記
事
項
が
あ
れ
ば
、
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
こ
れ
ま
で
申
告
が
漏
れ
て
い
た
資
産
は
、
「
申
告
漏
れ
」
と
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
「
申
告
漏
れ
」
資
産
に
つ
い
て
は
、
７
～
９
月
頃
に
過
年
度
に
遡
っ
て
課
税
を
修
正
し
ま
す
。
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令
和

8
年

度
第 二 十 六 号 様 式 別 表 ニ 提 出 用

種
類

別
明

細
書

（
減

少
資

産
用

）
所

　
　

　
有

　
　

　
者

　
　

　
名

1
枚

の
う

ち
納

税
者

コ
ー

ド
業

種
市

評
所

在
学

区
編

冊
番

号

〇
〇

〇
〇

株
式

会
社

1
枚

 
 
　

目

行 番 号

資 産 の 種 類

抹
消

コ
ー

ド
資

産
の

名
称

等
数 量

取
得

年
月

取
得

価
額

耐 用 年 数

申 告 年 度

減
少

の
事

由
及

び
区

分

摘
　

　
　

　
　

　
　

　
要

１
売
　
却

２
滅
　
失

１
全
部

年 号
年

月
３
移
　
動

４
そ
の
他

２
一
部

十
億

百
万

千
円

0
2

1
・

2
・

3
・

4
5

4
2

0
1

緑
化

設
備

1

1
・

2
・

3
・

4
1
・

2
東

京
本

店
へ

移
動

1
・

2
令

和
２
年

中
に
滅

失

1
・

2
申

告
誤

り
（
他

都
市

の
資

産
）

0
4

1
・

2
・

3
・

4
0
3

事
務

机
・
椅

子

0
0
0

0
5

1
・

2
・

3
・

4
1
・

2
数

量
５
（
当

初
取

得
価

額
７
７
万

５
千

円
）
の

う
ち

２
を
売

却

1
・

2

2
6
2

0
6

1
・

2
・

3
・

4

0
7

1
・

2
・

3
・

4
1
・

2

1
・

2

0
8

1
・

2
・

3
・

4

0
9

1
・

2
・

3
・

4
1
・

2

1
・

2

1
0

1
・

2
・

3
・

4

1
1

1
・

2
・

3
・

4
1
・

2

1
・

2

1
2

1
・

2
・

3
・

4

1
3

1
・

2
・

3
・

4
1
・

2

1
・

2

1
4

1
・

2
・

3
・

4

1
5

1
・

2
・

3
・

4
1
・

2

1
・

2

1
6

1
・

2
・

3
・

4

1
7

1
・

2
・

3
・

4
1
・

2

1
・

2

1
8

1
・

2
・

3
・

4

1
9

1
・

2
・

3
・

4
1
・

2

1
・

2

2
0

1
・

2
・

3
・

4

小
計

京
都

市

1
・

2
・

3
・

4
1
・

2

5
1

8
8
4

8
0
0

3 3

2
0
0

0
0
0

2
0 5

1
1
8
5

0
0
0

6
応

接
セ
ッ
ト

1
5

1
0

4

5
4

3
8

2
3
7

8
0
0

エ
ア
コ
ン

5
6

3
6

7
 9

 0
 0

 0
 1

 0
 1

0
 3

 0
 0

 0
 1

 0
 8

7
 9

 0
 0

 0
 1

 0
 2

7
 9

 0
 0

 0
 1

 0
 3

1 1 1 2

記
入

不
要

で
す

。

「
資

産
の
種
類

」
「
取

得
年
月
」
「
耐
用
年

数
」
で

同
じ
数

字
が
続
く
場

合
は
、
記

入
例

の
よ
う
に

矢
印

（
↓
）
で
示
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

前
年

よ
り
前

に

減
少

し
て
い
た
資
産

は
、

減
少

時
期

を
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。

［
記
入
例
③
］
種
類
別
明
細
書
（
減
少
資
産
用
）
の
書
き
方

 
 

1
 

3
 

4
 

2
 

5
 

6
 

1
0

 
７

 
８

 
９
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1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

 
 
一
般
方
式
の
場
合
は
、
減
少
し
た
資
産
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
電
算
処
理
方
式
の
場
合
は
、
記
入
不
要
で
す
。

 

 
資
産
の
種
類

 
 

本
市
か
ら
「
種
類
別
明
細
リ
ス
ト
」
を
送
付
し
て
い
る
場
合
は
、
参
照
し
な
が
ら
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 

抹
消
コ
ー
ド

 
（
＝
資
産
コ
ー
ド
）

 
 

 
資
産
の
名
称
等

 
 

 
数
量

 
…

 
一
部
減
少
の
場
合
は
、
減
少
し
た
数
量
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
（
も
と
の
数
量
が
「

1」
だ
っ
た
場
合
は
空
白
）
。

 

 
取
得
年
月

 
…

 
年
号
は
数
字
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
明
治
＝

1 
大
正
＝

2 
昭
和
＝
３

 
平
成
＝
４

 
令
和
＝

5 

 
取
得
価
額

 
…

 
一
部
減
少
の
場
合
は
、
減
少
分
の
取
得
価
額
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
耐
用
年
数

 
…

 
本
市
か
ら
「
種
類
別
明
細
リ
ス
ト
」
を
送
付
し
て
い
る
場
合
は
、
参
照
し
な
が
ら
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
申
告
年
度

 
…

 
記
入
不
要
で
す
。

 

 
減
少
の
事
由
及
び
区
分

 
…

 

そ
れ
ぞ
れ
、
該
当
す
る
も
の
の
番
号
を
○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

 
減
少
事
由

 
１
＝
売
却

 
２
＝
滅
失

 
３
＝
移
動

 
４
＝
そ
の
他

 
区
分

 
 

 
１
＝
全
部

 
２
＝
一
部

 

  

摘
要

 
   

…
 

  

減
少
の
事
由
が
「
移
動
」
の
場
合
は
、
受
入
先
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
減
少
の
事
由
が
「
そ
の
他
」
の
場
合
は
、
具
体
的
な
事
由
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
そ
の
他
、
必
要
事
項
、
特
記
事
項
が
あ
れ
ば
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 
前
年
よ
り
前
に
減
少
し
て
い
た
資
産
は
、
減
少
時
期
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

 
 



 

 

京

四条 京都河原町
四条通

三条京阪

御池通

烏
丸
通

河
原
町
通

押小路通

京　都
市役所

地下鉄東西線
烏丸御池 京都市役所前

丸太町通

地
下
鉄
烏
丸
線

京都市役所
分庁舎

窓口のご案内 
(令和７年８月に所在地が下記の場所へ移転しましたのでご注意ください。) 
 

行財政局 市税事務所 法人諸税室（償却資産担当） 
※ 区役所・支所・出張所等では受け付けておりません。 

＜所 在 地＞ 〒604-8571  京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488番地 

京都市役所 分庁舎 地下１階 

京都市行財政局市税事務所法人諸税室（償却資産担当） 

℡075-222-3170 

＜開庁時間＞ 8時 45分～17時［土・日・祝日、年末年始（12/29～1/3）を除く。］ 

＜アクセス＞ 地下鉄「京都市役所前駅」下車 徒歩約 5分    

市バス「京都市役所前」下車 徒歩約 3分  

(注) 駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。 

（分庁舎地下に自転車及び排気量 125cc以下のバイクが 

駐車できる駐輪場、分庁舎 1階に排気量 125cc を超える 

バイク専用の駐輪場がございます。） 
  
 
 

申告期限前は大変混雑しますので、 
早期（１月１５日（木）頃まで）のご提出にご協力ください。 

    ～申告書提出の前にご確認をお願いします～ 
【申告書】 

□ 住所・氏名・連絡先は記入されていますか。 
□ 行政区欄は記入されていますか。 
□ 資産の所在地及び所有区分は記入されていますか。 

【種類別明細書】 
□ 増加資産の耐用年数は記入されていますか。 
□ 増加事由欄（１～４）は記入されていますか。 

 □ 受付印を押印した控えの返送を希望される場合、切手を貼った返信用封筒を同封 
されていますか。（郵便料金が改訂されましたので、料金不足にご注意ください。） 

申告期限︓令和８年２月２日（月） 

郵送で申告書をお送りいただく際、 
「あて名ラベル」として、切り取って
ご利用ください。 

〒604-8571 
京都市中京区寺町通御池上る 
上本能寺前町 488 番地 
京都市役所 分庁舎 地下１階 
 
京都市行財政局市税事務所法人諸税室 
（償却資産担当）         行 

この印刷物が不要になれば 

「雑がみ」として古紙回収等へ！ 

 


